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８１３

規 則

�愛媛県規則第４１号
愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和６年１１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則（昭和２７年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から起算して３０日を経過した日から施行する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条、第５条関係）

衛生環境研究所使用料表

別表第１（第４条、第５条関係）

衛生環境研究所使用料表

検査分類 試験項目
検体

の量
単位 使用料金額 検査分類 試験項目

検体

の量
単位 使用料金額

１～７ 省略 １～７ 省略

８ 水道水 ア～ケ 省略 ８ 水道水 ア～ケ 省略

コ ペ ル フ ル オ ロ

（オクタン―１―

スルホン酸）（別

名ＰＦОＳ）及び

ペルフルオロオク

タン酸（別名ＰＦ

ОＡ）検査

２リ

ット

ル

１検

体
５５，０００円

９～２６ 省略 ９～２６ 省略

毎週（火・金）曜日発行 第５６２号 令和６年１１月１９日

令和６年１１月１９日火曜日 第５６２号
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告 示

�������
�愛媛県告示第１０１６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規

定により、次のとおり大規模小売店舗内の店舗面積の合計を基準面

積以下とする旨の届出があった。

令和６年１１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１０１７号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和６年１１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市上浦町甘崎４２３１の３、４２３２の１、４２３２の３、４２３４の１、

４２３４の３、４２３５、４２３６、４２３７（次の図に示す部分に限る。）、４２

３８から４２４０まで、４２４５から４２４７まで、４２５３の１、４２５３の３、４２５９

の２、４２５９の３、４２６４の１、４２６４の３、４２６６の１、４２６７の１、４２

６９、４２８５

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

上浦町甘崎４２３５・４２３６・４２３８・４２３９・４２６６の１・４２６７の１・

４２６９・４２８５（以上８筆について次の図に示す部分に限る。）、

４２３７

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０１８号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和６年１１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市上浦町井口８０６１の８・８０６２の８（以上２筆について次の

図に示す部分に限る。）、８０５３の２、８０５３の５から８０５３の７まで、

８０５３の９、８０５３の１１、８０５３の１２、８０５５の２、８０６０の２、８０６０の４、

８０６１の２から８０６１の４まで、８０６１の６、８０６２の２、８０６２の４、８０

６２の５、８０６２の７、８０６３の２、８０６３の４から８０６３の６

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

上浦町井口８０５３の７・８０５３の９・８０５３の１１・８０５３の１２・８０

６２の４・８０６２の５・８０６２の７・８０６３の２・８０６３の４（以上９

筆について次の図に示す部分に限る。）、８０６１の８、８０６２の

８

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

�愛媛県告示第１０１５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和６年１１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

愛らんど薬局余戸店 松山市余戸中１丁目２番
２７号 株式会社瀬戸内調剤薬局 松山市山越３丁目５番２６

号
代表取締役
嶋 本 光 佑

精神通院医療（薬
局）

令和６年
１０月１日

愛らんど薬局松末店 松山市松末２丁目１７番２６
号 株式会社瀬戸内調剤薬局 松山市山越３丁目５番２６

号
代表取締役
嶋 本 光 佑

精神通院医療（薬
局）

令和６年
１０月１日

愛らんど薬局はなみずき
店

松山市古川北３丁目４番
１３号 株式会社瀬戸内調剤薬局 松山市山越３丁目５番２６

号
代表取締役
嶋 本 光 佑

精神通院医療（薬
局）

令和６年
１０月１日

愛らんど薬局上灘店 伊予市双海町上灘甲５３５０
番地１０ 株式会社瀬戸内調剤薬局 松山市山越３丁目５番２６

号
代表取締役
嶋 本 光 佑

精神通院医療（薬
局）

令和６年
１０月１日

イオン薬局今治馬越店 今治市馬越町４－８－１ イオンリテール株式会社 千葉市美浜区中瀬一丁目
５番地１

代表取締役
井 出 武 美

精神通院医療（薬
局）

令和６年
１１月１日

大規模小売店舗
の名称

大規模小売店舗
の所在地

大規模小売店舗内の店舗面積の
合計が基準面積以下となる日

エディオン大洲店 大洲市東若宮１８－
５ 令和６年８月１９日



愛 媛 県 報令和６年１１月１９日 第５６２号

８１５

��������������

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０１９号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和６年１１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市上浦町井口８２９３の１、８２９３の４、８２９４の５、８２９４の７、

８２９４の８、８２９５の１、８２９５の２、８２９５の３、８２９５の５・８２９５の６

（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

上浦町井口８２９３の１・８２９３の４・８２９４の５・８２９４の７・８２

９４の８・８２９５の１・８２９５の２・８２９５の３（以上８筆について

次の図に示す部分に限る。）、８２９５の５、８２９５の６

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０２０号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２５条の規定により告示する。

令和６年１１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

（愛媛県中予地方局農林水産振興部水産課管内）

北条加入区

�������
�愛媛県告示第１０２１号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（令和２年１１月愛媛県告示第１２５２号）による保険

に付すべき義務は、令和６年１１月１８日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２５

条の規定により告示する。

令和６年１１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

（愛媛県中予地方局農林水産振興部水産課管内）

北条加入区

�愛媛県告示第１０２２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和６年１１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２）第１１９６０号 令和２年
６月３０日 �エーシー電設 西原 悟 松山市太山寺町甲７２０－

２５
令和６年
１０月１日 電気工事業 建設業の廃止

（般－３）第１７８７４号 令和４年
３月１５日 �杉住宅 中川あゆみ 松山市柳井町１－１３－８ 令和６年

１０月１日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（特－５）第１８０１１号 令和６年
３月２７日 �真廣建設 渡部 真也 松山市南高井町１８４２－３ 令和６年

１０月１日

建築工事業、大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業、屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業、板金工事業
ガラス工事業、塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
熱絶縁工事業、建具工事業

建設業の廃止

（般－３）第４３８８号 令和３年
１２月２５日 アイティー� 大上 忍 松山市今在家１－３－７ 令和６年

１０月２日
土木工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２）第１８５６０号 令和２年
１１月９日 神幸技術� 上原 �幸 松山市高岡町７９９－１９ 令和６年

１０月２１日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－２）第１８４４６号 令和２年
４月７日 �空太 樋野 正志 松山市客甲７２ 令和６年

１０月２９日 塗装工事業 建設業の廃止
（一部）
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公 告

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長松岡孝典から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が令和６年１１月７日あったので公表する。

令和６年１１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 ２０２４年年末一時金・その他に関する事項

２ 日時 ２０２４年１１月２０日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

法 人 名 所 在 地

一般財団法人創精会 松山市美沢１－１０－３８

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。

�愛媛県告示第１０２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１１月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町３７７番１から

同町５１３番４まで

旧 １２．２～１６．６ ０．０７４

新 １２．２～２１．２ ０．０７４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町３７７番１から

同町５１３番４まで
令和６年１１月１９日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
八幡浜市川上町上泊甲８１２番地１から

同町上泊甲２２１番地１まで
令和６年１１月１９日

令和６年１１月１９日 発行


